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1,568※使用料：歴史公園使用料

〔事業概要・効果等〕

自然散策の森，調整池，歴史館の維持管理を行う。

NHK 2,253・歴史公園管理業務委託料（㈱ エンタープライズへ委託）

480・光熱水費

■ 建設課

▼農道整備事業（ － － － ） （ ）5 1 11 01 36 34
〔一般財源： 〕36
〔事業概要・効果等〕

農道整備により農作業の効率化及び利便性の向上を図る。

36・土地改良事業団体連合会負担金

▼県営農道整備事業に係る負担金（ － － － ） （ ）5 1 11 02 6,500 6,250
〔一般財源： 〕6,500
〔事業概要・効果等〕

谷原西部地区内と農協低温倉庫を結ぶ農道を整備し農業の振興を図る。農道整備は茨城県が実

施し事業負担金を支出する。平成 年度は谷和原保健センター付近の道路改良工事を行う。平26
成 年度事業完了予定。26

6,500・一般農道事業（谷原西部地区）負担金

▼地籍調査事業（ － － － ） （ ）5 1 12 01 14,164 11,633
〔国県支出金： 一般財源： 〕6,750 7,414

6,750※県補助金：地籍調査費補助金

〔事業概要・効果等〕

一筆地ごとの土地について，所有者・地番・地目・境界を調査・確認し面積を測定して地積図

・地積簿を作成し，土地に関するあらゆる施策の基礎となる土地の実態を明らかにする。

200・地籍調査推進委員会委員謝礼

6ha 13ha 46ha 9,500・地籍調査測量業務委託料（狸穴〔Ⅲ〕 ，狸穴〔Ⅳ〕 ，狸穴〔Ⅴ〕 ）

2,344・区域外外周確定測量業務委託料（狸穴〔Ⅴ ）〕

1,333・地籍調査維持管理システム借上料

▼土木総務費（ － － － ） （ ）7 1 1 02 4,691 3,826
〔一般財源： 〕4,691
〔事業概要・効果等〕

住民の利便性と道路行政の向上を図る。

1 3,916・嘱託職員・臨時職員各 名

▼道路橋りょう総務費（ － － － ） （ ）7 2 1 01 310 329
〔一般財源： 〕310
〔事業概要・効果等〕

各種団体への負担金。

▼道路台帳管理費（ － － － ） （ ）7 2 1 02 3,108 5,105
〔一般財源： 〕3,108
〔事業概要・効果等〕

道路台帳の修正及び追加作業を行い， 新の市道の現況を的確にとらえる。また，交付税算定

資料の作成を行う。

・道路台帳補正業務委託料（現地調査，道路台帳調書作成，路線網羅図作成，製図・製本作成）
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3,000

▼法定外公共物管理費（ － － － ） （ ）7 2 1 03 156 152
〔一般財源： 〕156
〔事業概要・効果等〕

法定外公共物（道路・水路）の管理を行う。

156・法定外システム保守業務委託料

▼土木積算システム管理費（ － － － ） （ ）7 2 1 04 2,284 2,258
〔一般財源： 〕2,284
〔事業概要・効果等〕

茨城県土木部が使用する積算システムを利用することにより，積算業務の正確性と積算に係る

時間の短縮を図る。

2,284・土木積算システム借上料

▼市道冠水対策事業（ － － － ） （ ）7 2 2 01 7,988 3,668
〔一般財源： 〕7,988
〔事業概要・効果等〕

台風及び豪雨時の市道冠水に際し，道路利用者の安全を確保するとともに，道路冠水による２

次災害の拡大を防ぐ。

2,002・水中ポンプ借上料

3,300・維持補修工事（排水路新設工事他）

▼市道簡易補修事業（ － － － ） （ ）7 2 2 02 9,909 7,663
〔一般財源： 〕9,909
〔事業概要・効果等〕

嘱託職員を 名雇用し日常的な道路パトロールを実施すると共に，道路管理者の直営による2
市道の簡易補修及び砕石敷き等を行い，道路利用者の安全及び利便性の向上を図る。

1,789・補修合材

1,470・軽トラック購入

324・消耗品（融雪剤：塩化カルシウム）

▼市道管理（除草等）事業（ － － － ） （ ）7 2 2 03 47,698 42,870
〔一般財源： 〕47,698
〔事業概要・効果等〕

きれいで安全な街を維持するため，市道の除草を行う。

36,149・道路管理等委託料

11,511・除草委託料

▼市道補修委託費（ － － － ） （ ）7 2 2 04 15,000 15,000
〔一般財源： 〕15,000
〔事業概要・効果等〕

職員対応が困難で補修が急務な箇所について，市内建設会社と施工単価契約を締結し補修を委

託することにより，速やかな補修を行い道路管理の瑕疵による事故を防止すると共に，道路利用

者の安全を図る。

15,000・市道補修委託料

▼施設維持補修事業（ － － － ） （ ）7 2 2 05 39,800 35,500
〔その他： 一般財源： 〕19,137 20,663

18,349 778 1※使用料：道路占用料 ，法定外公共物使用料 手数料：諸証明手数料

9諸収入：複写機使用料
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〔事業概要・効果等〕

地区の要望や緊急対応が必要な箇所及び道路施設破損箇所の補修工事を行い，道路機能を維持

すると共に利用者の安全を図る。

6,000・南太田（塙）急傾斜地対策設計業務委託

8,800・舗装補修工事（細代：側溝布設替え，坂野新田：舗装補修，狸穴：舗装補修）

25,000・維持補修工事（緊急対応箇所分）

▼道路境界立会費（ － － － ） （ ）7 2 2 06 300 307
〔一般財源： 〕300
〔事業概要・効果等〕

市道と民地の境界を明確にし，市道の適正管理を行う。

300・消耗品費（境界杭・プレート）

▼市道横断暗渠改修工事負担金（ － － － ） （ ）7 2 2 07 31,192 7,500
〔一般財源： 〕31,192
〔事業概要・効果等〕

市道を横断する福岡堰土地改良区管理の暗渠改修に係る負担金。 カ所改修予定。68
負担割合：国 ％，つくばみらい市 ％，福岡堰土地改良区 ％50 37.5 12.5

▼安全施設復旧工事負担金（ － － － ） （ ）7 2 2 08 950 950
〔一般財源： 〕950
〔事業概要・効果等〕

用排水路施設に係る安全施設（ネットフェンス等）負担金。

負担割合：つくばみらい市 ％，福岡堰土地改良区 ％50 50

▼「歩道のない道路は道路でない」事業（ － － － ） （ ）7 2 2 09 28,300 6,500
〔国県支出金： 一般財源： 〕14,190 14,110

5 14,190※国補助金：防災安全社会資本整備交付金（計画 ）

〔事業概要・効果等〕

つくばみらい市歩道整備基本計画に基づき，子どもや高齢者等の立場から歩行者が安全に移

動できる歩道空間の整備を効果的に推進する。

10,000・歩道設計業務委託（福田～長渡呂）

18,300・通学路対策工事（歩行者エリアペイント：東小学校区・板橋小学校区）

▼排水路浚渫費（ － － － ） （ ）7 2 2 10 1,155 1,155
〔一般財源： 〕1,155
〔事業概要・効果等〕

台風時の洪水対策として，既設排水路の浚渫を行う。

1,155・排水路浚渫委託料

▼道路ストック点検事業（ － － － ） （ ）7 2 2 11 118,760 0
〔国県支出金： 一般財源： 〕55,550 63,210

2 55,550※国補助金：防災安全社会資本整備交付金（計画 ）

〔事業概要・効果等〕

これまで整備してきた「道路の舗装，橋梁・トンネル，道路付属物（照明・標識 ，法面・擁）

壁」の点検・修繕を行い第三者被害の防止に努める。

104,400・道路ストック補修工事

（ふれあい道路：小絹，市道 号線：坂野新田，市道 号線：福岡～箕輪）1-5 1-1

▼道路新設改良総務費（ － － － ） （ ）7 2 3 01 13 13
〔一般財源： 〕13
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〔事業概要・効果等〕

県協議会への負担金。

▼住宅市街地基盤整備事業（小張ＢＰ （ － － － ） （ ）） 7 2 3 02 9,711 40,294
〔国県支出金： 一般財源： 〕2,840 6,871

2,840※国補助金：社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業）

〔事業概要・効果等〕

みらい平市街地と既存集落とを結び新たな通勤・通学路を確保すると共に 既存集落に点在す,
る商業店舗・病院等へアクセスするための生活支援道路を整備し，新旧地域の連携を強化し道

路利用者の利便性向上を図る。

5,686・市道拡幅用地費

3,623・物件補償費等（物件等移転・立竹木移転補償等）

▼住宅市街地基盤整備事業（守谷・小絹線 （ － － － ） （ ）） 7 2 3 03 169,295 130,977
〔国県支出金： 地方債： 一般財源： 〕73,000 65,700 30,595
※国補助金：社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 地方債：市道整備73,000

65,700事業債（守谷・小絹線）

〔事業概要・効果等〕

筒戸地区及びその周辺地区と守谷駅とを結ぶ主要なアクセス道路であり，住宅利用増進を促し

都市機能の円滑化を図る。平成 年度は常磐自動車道より北側において用地買収を行うととも26
に，盛土を行い地盤の安定を図る。また，盛土が現道にかかるため盛土の上に仮設道路を設置

する。

3 98,345・道路新設改良工事（ 工区盛土・仮設道路設置工事）

33,523・市道拡幅用地費

▼田村地区道路新設改良事業（ － － － ） （ ）7 2 3 04 33,300 0
〔国県支出金： 一般財源： 〕14,310 18,990

14,310※国補助金：社会資本整備総合交付金（地住交関連）

〔事業概要・効果等〕

田村地区西部の台通り用水を起点とし東楢戸台線までの総延長約１ の集落内道路を拡幅整km
備し，県道常総取手線へのアクセス強化を図る

19,000・道路改良工事

▼道路改良事業（ － － － ） （ ）7 2 3 05 24,706 21,378
〔一般財源： 〕24,706
〔事業概要・効果等〕

市道の改良・排水整備等を行うことで，良好な都市基盤の整備を図る。

17,200・道路改良工事

（川崎：改良，川崎：側溝入替・改良，東栗山：舗装新設，成瀬：改良）

▼道路敷の借地・未登記解消事業（ － － － ） （ ）7 2 3 06 544 1,547
〔一般財源： 〕544
〔事業概要・効果等〕

道路敷用地として借上げている土地の買収及び道路用地の未登記解消を行う。

300・道路用地費

111・物件補償費等

▼私道整備補助金（ － － － ） （ ）7 2 3 07 500 500
〔一般財源： 〕500
〔事業概要・効果等〕

， 。私道等の整備を行う自治会等に対し私道整備補助金を交付し 市民の生活環境の向上に資する
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▼河川橋梁維持費（ － － － ） （ ）7 2 4 01 118 115
〔一般財源： 〕118
〔事業概要・効果等〕

橋梁台帳の修正及び追加作業を行う。

108・橋梁点検結果閲覧検索システム保守委託料

▼橋梁長寿命化修繕事業（ － － － ） （ ）7 2 4 02 24,900 37,700
〔国県支出金： 一般財源： 〕12,100 12,800

1 12,100※国補助金：防災安全社会資本整備交付金（計画 ）

〔事業概要・効果等〕

予防保全対応を基本とした点検・補修・更新等の橋梁長寿命化計画を実行することにより，維

持更新費用の縮減を図る。

22107-1 15083-1 13,200・橋梁維持補修工事（ 号橋・ 号橋）

▼狭あい道路整備等促進事業（ － － － ） （ ）7 2 5 01 12,630 25,353
〔国県支出金： 一般財源： 〕5,730 6,900

5,730※国補助金：社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業）

〔事業概要・効果等〕

狭あい道路（舗装幅員 ｍ未満）の拡幅整備を行い，安全な住宅市街地の形成と道路利用者4
の利便性の向上を図る。

5,580・道路改良工事（西楢戸）

▼合併特例債事業総務費（ － － － ） （ ）7 2 6 01 2,957 5,501
〔一般財源： 〕2,957
〔事業概要・効果等〕

合併特例債道路整備 事業を推進するための共通経費。5
2,300・用地管理委託料（境界確認作業等除草委託料）

▼東楢戸台線整備事業（ － － － ） （ ）7 2 6 03 398,220 778,679
〔国県支出金： 地方債： 一般財源： 〕197,300 190,700 10,220

180,000 17,300※国補助金：社会資本整備総合交付金 住基 社会資本整備総合交付金 活力（ ） ， （ ）

190,700地方債：都市計画道路東楢戸台線整備事業債

〔事業概要・効果等〕

本路線は，みらい平地区内の都市計画道路東楢戸・台線の延伸であり，市北部に位置する県道

つくば真岡線と国道 号線の交差点に接続する総延長 の重要路線である。354 3.9km
本路線の開通により，市北部住民の庁舎及びみらい平へのアクセスの向上，つくば・守谷方

面へのアクセスの向上により，地区全体の利便性が図られ沿線周辺の開発が促進される。

340,126・合併支援事業委託料（道路改良工事，交差点改良，補償再算定）

32,018・道路用地費

24,876・物件補償費等（工作物補償・立木補償等，電柱等移転補償費）

▼地区幹線３号線整備事業（伊奈東～小張 （ － － － ） （ ）） 7 2 6 04 223,571 237,824
〔国県支出金： 地方債： 一般財源： 〕102,000 115,400 6,171
※国補助金：社会資本整備総合交付金（住基） 地方債：地区幹線３号線整備事業債102,000
115,400

〔事業概要・効果等〕

みらい平地区と既存市街化区域及び既存集落を結ぶ生活圏内の重要路線であり，歩行者などの

安全の確保を図るとともに，谷田部ＩＣ，圏央道及びつくば市街地へのアクセス向上や隣接地

域との連携強化し，地区全体の健全な発展と地域住民の利便性を図る。
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153,000・道路新設改良工事

40,000・道路用地費

16,000・物件補償費等（家屋補償等，電柱等移転補償費）

▼都市幹線２号線整備事業（南太田～神生 （ － － － ） （ ）） 7 2 6 05 52,746 190,681
〔国県支出金： 地方債： 一般財源： 〕27,500 23,900 1,346
※国補助金：防災安全社会資本整備交付金（計画 ） 地方債：都市幹線２号線整備事業5 27,500

23,900債

〔事業概要・効果等〕

本路線は，県道高岡藤代線と総合福祉施設（きらくやま）を結ぶ幹線道路である。

また，本路線の早期開通により，緊急避難施設に位置付けられている総合福祉施設（きらくや

ま）への連絡通路として安全で安心して利用できると共に，生活道路の利便性を高める。

46,529・道路新設改良工事

▼市道１－３号線整備事業（山王新田～神住新田 （ － － － ） （ ）） 7 2 6 06 99,400 50,106
〔国県支出金： 地方債： 一般財源： 〕41,250 55,100 3,050
※国補助金：防災安全社会資本整備交付金（計画 ） 地方債：市道１－３号線整備事業5 41,250

55,100債

〔事業概要・効果等〕

本路線は通勤通学路及び県道の迂回路として交通量の多い路線であり，片側に蓋なし側溝が設

置され道路幅が有効に利用出来ていない状況である。当事業により両側に側溝を整備し歩行者

エリアペイントを施し歩行者の安全確保及び周辺施設へのアクセス向上を図る。

97,400・道路改良工事

▼市道２－３号線整備事業（足高～神生 （ － － － ） （ ）） 7 2 6 07 36,151 113,108
〔国県支出金： 地方債： 一般財源： 〕19,250 15,900 1,001
※国補助金：防災安全社会資本整備交付金（計画 ） 地方債：市道２－３号線整備事業5 19,250

15,900債

〔事業概要・効果等〕

既存集落と県道高岡藤代線を結ぶ二級市道であり，きらくやまへ通じる主要な道路ではある

が狭隘な上歩道もなく，朝夕は通勤通学者が利用することから拡幅整備する事により安全性と

利便性の向上を図る。

22,830・道路改良工事

1,243・道路用地費

11,928・物件補償費等（工作物補償・立木補償等，電柱等移転補償，移転雑費）

▼河川総務費（ － － － ） （ ）7 3 1 01 487 494
〔一般財源： 〕487
〔事業概要・効果等〕

各種団体への負担金。

▼排水機場および樋管管理事業（ － － － ） （ ）7 3 1 02 9,031 5,529
〔国県支出金： 一般財源： 〕1,944 7,087

1,944※国委託金：排水樋管業務委託料

〔事業概要・効果等〕

鬼怒川・小貝川に設置されている国土交通省管轄及び市管理の排水樋管の点検・操作を操作

員に委託し管理を行い，排水を適切に調整し，水害の低減を図る。

国土交通省管理： 樋管，つくばみらい市管理： 樋管8 6
4,156・鬼怒川・小貝川樋管点検等委託料（鬼怒川小貝川樋管，四ヶ字入排水機場）

1,423・四ヶ字入排水機場補修工事
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▼鬼怒川・小貝川クリーン大作戦事業（ － － － ） （ ）7 3 1 03 50 47
〔一般財源： 〕50
〔事業概要・効果等〕

流域住民，河川占用者，利用者のほか，各種団体の協力を得て，河川敷のゴミを一掃するこ

とにより，河川愛護意識の醸成を図る。

▼河川占用区域管理事業（ － － － ） （ ）7 3 1 04 7,975 5,534
〔一般財源： 〕7,975
〔事業概要・効果等〕

河川占用区域の市道認定路線の除草等を行い，道路利用者の利便性の向上と安全を図る。

7,975・河川占用箇所除草委託料 鬼怒川左岸堤防 伊奈橋上流・下流堤防 伊奈橋・小目沼橋（ ， ， ）

■ 都市計画課

▼都市計画総務費（ － － － ） （ ）7 4 1 02 1,805 1,928
〔その他： 一般財源： 〕809 996
※手数料：屋外広告物許可申請手数料 ，都市計画区域区分証明手数料 諸収入：都市計画535 1

269 4図売買代金等 ，複写機使用料

〔事業概要・効果等〕

1,435・嘱託職員報酬

64・県都市計画協会負担金

▼都市計画決定経費（ － － － ） （ ）7 4 1 03 198 198
〔一般財源： 〕198
〔事業概要・効果等〕

都市計画審議会の開催及び都市計画事務を行う。

6,000 11 3 198・都市計画審議会委員報酬（ 円× 人× 回）

▼景観まちづくり事業（ － － － ） （ ）7 4 1 04 285 154
〔一般財源： 〕285
〔事業概要・効果等〕

景観条例に基づく運用のための人件費等。

6,000 7 2 84・景観審議委員会委員報酬（ 円× 人× 回）

6,000 3 2 36・景観アドバイザー謝礼（ 円× 人× 回）

148.2 1,000 1.08 161・景観ガイドライン印刷製本費（ 円× 部× ）

▼開発・建築指導経費（ － － － ） （ ）7 4 1 05 1,037 684
〔国県支出金： 一般財源： 〕58 979

48 10※国委託金：建築物実態調査委託金 県委託金：建築確認申請事務交付金

〔事業概要・効果等〕

指定道路システムデータの更新及び開発関連書籍購入費。

▼道路体系整備事業（ － － － ） （ ）7 4 1 06 76 75
〔一般財源： 〕76
〔事業概要・効果等〕

牛久市・つくば市・つくばみらい市交通体系整備促進連絡協議会における事業活動経費。

▼住宅建築物耐震化事業（ － － － ） （ ）7 4 1 50 1,586 1,558
〔国県支出金： 一般財源： 〕856 730
※国補助金：社会資本整備総合交付金（防災安全社会資本整備交付金） 県補助金：木造住789


